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1. 開催日時 平成 30年 10月 10日（水）  午後 15時 00分 

 

2. 場  所 市議会議事堂 

 

3. 出席委員 吉津委員長・江原副委員長・田村委員・三輪委員・   

     長尾委員・岩藤委員・橋本委員・綾城委員 
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5. 欠席委員 なし 
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7. 議会事務局職員 永田局長・岡田次長・山下主査 
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9月定例会本会議（9月 21日）から付託された事件（議案 3件） 

9. 傍聴者 なし 

 

10. 会議の概要 

・ 開会 午後 15時 00分  閉会 午後 15時 55分  

・ 審議の経過及び結果 

（別紙のとおり） 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

平成 30年 10月 10日 

 

総務民生常任委員長    吉 津 弘 之 

記 録 調 製 者       佐 伯 加 寿 馬 

 

 



― 開会 15：00 ― 

 

吉津委員長 本日の出席委員については委員 8 人であり、定足数に達しており

ますので、ただ今から、総務民生常任委員会を開会します。初めに、9月定例会 

議案第 18 号「平成 29 年度 長門市国民健康保険事業歳入歳出決算の認定につ

いて」を議題とします。執行部の補足説明がありましたらお願いします。 

川野市民福祉部長 国民健康保険事業特別会計における歳出決算額は、約 55億

9,105万円となり、前年度に比べ約 3億 1,237万円の減額となっております。そ

の主な要因といたしましては、決算書 304、305 ページ「第２款 保険給付費」、

「第１項 療養諸費」において、被保険者の減少及び入院に係る医療費の減少等

により、一般及び退職被保険者等療養給付費の減額により約 2 億 5,397 万円減

額となっております。また、同ページの「第２項 高額療養費」におきまして、

同様の理由から、一般及び退職被保険者等高額療養費の減額により約 4,603 万

円の減額、さらに、決算書 310、311 ページ「第６款 介護納付金」では、介護

保険第 2 号被保険者数の減少等により約 1,385 万円の減額となっており、これ

らによりまして特別会計全体でも減額となっております。 

吉津委員長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。

ご質疑はありませんか。 

田村委員 それでは成果報告書の 217 ページ、国保のところですが、上段の事

業の概要の中に医療通知とかジェネリック医薬品あるいは重複・頻回受診の問

題とか、1人あたり医療費の問題とか出ております。聞くところはその４つです。

医療通知の効果、医療通知は私のところにも来ますけど、前回も聞きましたけ

ど、これもらってどういう効果があるのかなということは疑問には思っていま

すけども、どういう効果を狙って出しているのか再度お願い申し上げます。 

中野総合窓口課長 それではお答えいたします。医療費通知の効果はというこ

とでございますが、まず１点目としまして、数字で具体的にお示しできる効果

はございませんが、医療機関等で診療日数や支払った額が記載されますので、

医療機関等での付け増し等の不正が抑制されるというふうに考えております。

実際に不正が発見された事例はございませんが、この月に医療機関に行ったこ

とはないという問い合わせをいただいたことは何度かあります。ご本人が医療

機関に問い合わせをすると、実際には行っていたと、思い出されるということ

はありました。２点目としまして今年からなんですが、医療費通知の様式が変

更となりまして、確定申告で医療費控除として使える資料というかたちで使用

できるようになりましたので、こういった効果があると。この２点でございま

す。 

田村委員 これは義務事業ですか。 



中野総合窓口課長 基本的には義務ということもありますし、この事業を行う

ことによって一定の事業量がないと特別調整交付金といいますか保険者支援分

という交付金を受けることができない、点数が下がってしまいますので、これ

をやっておかないと市としても損失になります。 

田村委員 ジェネリック医薬品の財政的効果についてお尋ねいたします。 

中野総合窓口課長 ジェネリック医薬品の財政的効果ということでございます。

まず平成 28年度で分析した数字がございます。平成 28年４月から平成 29年３

月診療分の１年分で分析しましたところ、効果額としてはジェネリック医薬品

に置き換わったことで 464万 4,775円という効果がありました。これは平成 29

年度の次の１年間で見ますと 1,114 万 7,495 円ということで、金額ベースでい

きますと効果額は 650 万 2,720 円の伸びとなっております。この間に利用率の

変化は平成 28年度は 58.5%。平成 29年度が 62.3%でしたので、3.8%ほどジェ

ネリックの量ベースでいきますと伸びているということで、数字がそのまま反

映されるわけではありませんが、単純計算でいくと１％あたり 170 万円ちょい

の影響があったというふうに考えられます。 

田村委員 217ページに書いてあります重複・頻回受診を制限しないといけない

ということが書いてありますけども、これの実情を、あるいはその対策、レセ

プト点検で可能なのかどうか、それ以外の方法をしないといけないのか、その

あたりをお尋ねします。 

中野総合窓口課長 それではお答えいたします。まず１点目の重複・頻回受診

のケースですが、これにつきましては国保連合会のほうから提供されておりま

す多受診被保険者一覧表というのがあるのですが、これをもとにレセプトを確

認して、保健師が指導をしております。数字で申しますと平成 28年度は重複・

頻回対象が 16 人いらっしゃいました。このうち延べ人数で 18 人というかたち

で指導しております。平成 29年度は重複頻回対象が 9人。指導延べ人数として

は 12人でした。具体的にはなかなか、本人の状況によって、具体的な数字で効

果が出る形にはなっていないというのが実情でございます。もう 1 点目のレセ

プト点検の効果という部分なんですけれども、これは平成 28年度では効果額が

1,487万 9,480 円。ですので被保険者一人あたりにしますと 1,540円の効果額と

なっております。平成 29年度ですが、効果額が 2,872万 3,877円ということで、

被保険者一人あたりにすると 3,143円ということで倍増している状況です。 

田村委員 それでは私からは国保最後ですけれども、1人あたり医療費というの

があります。この 217 ページの下のほうに 45 万 9,912 円というのがあります。

これだけ見れば高いのか低いのか、妥当性があるのかというのは判断できませ

ん。13 市比較とか、さまざまなほかの資料を教えていただいて判断できると思

いますから、そのあたりをお願いします。 



中野総合窓口課長 これでご理解いただけるか分かりませんが、平成 29年度の

金額の合計額のベースでは長門市が県内では４位でした。13 市中ですね。１位

と 13 位の差は金額ベースでいくと 12 万 3,079 円となります。1 人あたりです

が。１位が美祢市です。２位が宇部市です。３位が山陽小野田市です。４位が

長門市で、最下位は下松市ということで、下松市が一番安くなっています。こ

れは全体なんですけども、これから入院を除いた入院以外の金額ベースで比較

しましたら、これも長門市は 4位でした。１位と 13位の差はこの分類でいくと

6万 9,830円になります。１位は美祢市です。２位が宇部市です。３位が山陽小

野田市で、４位が長門市。以下 13位が下松市でやはりここも最下位は下松市で

した。今度は入院のみの金額ベースで比較したところ長門市は４位でした。金

額で１位と 13位の差を取りますと 5万 3,249円の開きがあります。１位がここ

でも美祢市です。２位には下関市が上がってきました。３位が宇部市です。４

位が長門市で、ここでも 13 位は下松市という状況でした。以上ですが、28 年

度も申し上げたほうがよろしいでしょうか。 

田村委員 今お話しになった 1 人あたりの医療費の数字についてはまた別に資

料としてこの委員会に配っていただきたいと思います。それで、それを聞いた

上で思ったのですが、１位が美祢で２位が宇部で４位が長門市、３位は山陽小

野田市でしたかね。これは美祢が 1 人あたりの医療費が低いということは、一

番高い方か。あ、高い方からね。市町村によってそんなに差が出るというのは

どういう需要があるのでしょうね。 

中野総合窓口課長 これも医療機関の状況ですとかそういったものに影響があ

るので一概に言えないと思いますが、やはり高齢者の率もかなり影響している

と思います。長門市の場合は被保険者に対する高齢者の割合が３分の２くらい

に、非常に大きくなっておりますので 65 歳から上の割合がとても高いんです。

長門市の被保険者の率がですね。若い人口についてはあまり国保に加入されて

いないという実態がありますのでどうしても離職後の方が国保に加入されると

いう性格上、こういう状況になりがちです。それと人口の割合、あとは自治体

ごとに医療機関の濃淡があると思うんですけども、そういった実態があろうか

と思います。具体的にそれが直結しているかどうかはわかりませんけども、長

門市の場合は医療機関も充実していますし、利用される年齢層が高いというこ

とからかなりの医療費の高さに繋がっているのではないかと思われます。下松

は非常に人口構成が若いという状況にありまして、長門と違って人口が増えて

いる。山口県下でも珍しい状況ですけども、人口の若い人の流入が大きいとい

うことで、国保の被保険者も長門と全然違う構成になっているので、若いから

医療費が伸びないという状況にあろうかと推計されます。 

田村委員 資料は委員会に配っていただきたいと思います。 



吉津委員長 ほかにご質疑もないので、質疑を終わります。討論を行います。

ご意見はありませんか。ご意見もないので、討論を終わります。採決します。9

月定例会 議案第 18号について、認定することに賛成の方は挙手願います。挙

手全員です。よって、9月定例会 議案第 18号は、認定すべきものと決定しま

した。次に、9 月定例会 議案第 20 号「平成 29 年度 長門市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定について」を議題とします。執行部の補足説明があ

りましたらお願いします。 

川野市民福祉部長 介護保険事業特別会計における歳出決算額は、約 39 億 35

万円となっており、前年度と比べますと約 1 億 6,522 万円の増額となっており

ます。その主な要因といたしましては、決算書 342、343 ページ「第２款 保険

給付費」、「第１項 サービス等諸費」、「第１目 介護サービス給付費」におきま

して、通所介護・短期入所生活介護・訪問介護の利用者の増加により、約 2,728

万円の増額、同ページ「第２目 地域密着型介護サービス給付費」では、地域密

着型介護老人福祉施設、特養でございますけども、この開所等により約 6,852

万円の増額となったこと等によりまして、特別会計全体では増額となっており

ます。 

吉津委員長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。

ご質疑はありませんか。 

田村委員 成果報告書 221 ページですけども、これ私の勘違いかもしれません

ので、介護保険の平成 26 年から見ていった場合に、26、27、28 と実質収支が

赤字になったことがないんですね。この 29 年度で介護保険の実質収支が 1,370

万円の赤字になっている。これ 29年度になってね。それまではない。全くない

かどうか、それ以前は分かりませんけども、それはずっと気になったんですよ

ね。特別大きな赤字要因というものを 29 年度介護保険上では考えられないし、

赤字になるのは何が要因かなと思ってね。ただ、これ特別会計ですし、一般会

計とは違いますから、実質収支とかそういうふうなのが必要なのかということ

もありますからね。そのあたりも含めて簡単にお答えいただきたいと思います。 

小林福祉課長 主要な施策の報告書 221 ページでございますが、今言われたの

が一番下の歳入、歳出差引額の欄を見ていただいたらと思うのですが、28 年度

は 2億 2,471万 4,142円ということで 28年度の実質収支がこの額になっている

と。そして 29年度が 2億 1,101万 167円という数字が出ています。基本的には

歳入歳出差引額については 28、29年度とも歳入が歳出を上回っておるという形

式黒字決算にはなっております。ただ今、委員ご指摘のように実質収支の 28年

度から約 1,370 万円赤字になっているがということでございまして、これは先

ほど部長の補足説明にありましたように、若干歳出のほうが伸びているという

ことが一つあるのかなという部分がございまして、これが大きな要因というの



が、部分部分の積み上げの結果がこうでありますので、一概に大きな要因とい

うのはこの中では分析できていない状態です。 

田村委員 222ページですけども下の段ですね。介護保険料の状況。不納欠損額

が 259万円余ありますけどもこの中身を教えてください。 

小林福祉課長 259 万円の中身ということで、これは介護保険法第 200 条第 1

項の時効によるものでありまして、人数的には 45人。621件分がそれにあたっ

ております。 

田村委員 ページがちょっと戻りますが 221 ページのその支出の方の４番、諸

支出金。これが昨年の倍近くになっています。これの理由といいますか中身を

教えていただきたいと思います。 

小林福祉課長 諸支出金の中身ということでございますが、これは国県支払基

金からそれぞれ負担金補助金をいただいておりまして、29 年度決算に基づいて

その決算時点というか、29 年度中は概算で、所要額で交付決定いただいており

ますので決算の結果、返還する金額、あるいは交付する金額が出てきますので

それが昨年に比べて２倍になるということでございます。 

田村委員 先ほどの説明を見ますと歳出が増えたという中の大きい一番はやっ

ぱり地域支援事業だろうと思うんですね。これが前年対比約 3,000 万円アップ

しています。地域支援の多くは介護予防・生活支援サービス事業費に係るもの

だと思いますけどもその内容をお尋ねいたします。 

松尾健康増進課長 お答えいたします。この 3,000 万円につきましては平成 28

年の 4 月から介護予防日常生活支援総合事業を開始しておりますが、その年度

内で順次移行となっております。29 年度につきまして完全移行でございますの

で、利用者については増加しております。その部分を反映して決算額の増額と

なっております。内訳としましては第１号の訪問事業が決算額 2,272 万 2,953

円で前年度比が 1,029 万 8,456 円の増額、第１号の通所事業につきましては

3,840万 1,578円で前年度に比べ 1,520 万 1,547円の増額、そして介護予防の計

画であります介護予防のマネジメント事業につきましては決算額が 706 万

6,817円で、前年度に比べ 275万 5,617円と、この３事業で総額が約 2,830万円

ほどの増額で、大きなところを占めております。 

田村委員 今度は 223 ページ、下の課題ですが、これは本会議質疑で林哲也議

員が介護保険のことを聞かれて介護医療院のことについて質疑がありましたけ

ども、私自身も介護医療院というのが長門市にまだないですよね。今からやる

んですよね。昔の療養病床みたいなものかなと思うんですけども、この介護医

療院について、制度の説明というよりも長門市にとってこれに取り組む病院関

係があるのか、あるいは、これは病院が取り組むのか、福祉施設が取り組むの

か、どっちが取り組むのかそのあたりも。可能性としては具体的にそういう取



り組む病院あるいは福祉施設があるのか具体的に何がどう変わるのか教えてい

ただきたい。 

小林福祉課長 介護医療院の前に、療養病床というのが今まで医療療養病床と

介護療養病床の２つあったということがありまして、それぞれ医療法、介護保

険法、２つの法で、中身はほぼ一緒なんですけども、国の方針として、国の検

討の中で入院されている方にとっては大差がないということで、医療療養病床

を残すけど介護療養病床は無くしていこうよという動きが国にあったのですが、

それがなかなか進まないと。それもあって今回、平成 30年４月にこの介護医療

院というのが創設されたところです。もう一点、療養病床、例えば長門市の場

合介護療養病床というのはありません。医療療養病床と言うか、医療院関係の

部分でございまして、その一つの問題がこの北浦、長門地域が病床過剰地域と

いうふうに県の計画で示されておりますので、動きとしては医療病床から介護

医療院への転換があり得るということは予測はしておりますが、この介護医療

院の指定そのものは県がやりますので、その辺が医療法による医療保険から、

介護保険のほうに転換になりますので介護保険事業そのものが今までなかった

事業所が増えるということなので、全体の給付費を計算すると、どうしても介

護保険料に上乗せする可能性も大きく出てくるということが今考えられるので、

その辺がこの課題に上がっております。指定は県でございますが、県なり医療

機関とがいろいろ連携を取ってですね、基本的には情報交換であったり、その

辺はうちの方で入れるようにはしておりまして、最終的には 30年から、今第 7

次で 30、31、32年までの中で介護保険料を今決めたばっかりでございます。こ

の期間で、もし移動があるとしたらどうなるのかということは、一応うちのほ

うでどれだけの病床が増える可能性があるのかというのはシミュレーションを

進めているところでございます。 

田村委員 確認させてもらいますけども、そうなると療養病床ね、これは多い

というかたちで指導を受けて、減らすという動きがありましたよね。これは適

正値まで下げられる。一方介護療養は今度医療院というかたちで出てくるとい

う可能性ですよね。となると、今度介護医療院というのは福祉施設ではなくて

病院関係で発生するというか設置されるというふうに考えていいんですかね。 

小林福祉課長 介護医療院も、設置根拠はあくまで介護保険法ということでご

ざいまして、ただ医療提供施設としても兼ね備えているので、そのあたりは医

療法も準ずると。その施設基準とか細かく、医師の配置基準であったり、看護

職員の配置基準であったり、介護職員の配置基準、また設置スペースの問題と

かいろいろありますので、医療施設がすぐ転換できるというわけではございま

せんので、そのへんの施設整備なり、人員配置のほうも医療施設のほうは考え

て、県の指定を受けられるという段取りになろうかと思います。 



田村委員 地域支援事業の方で認知症総合支援事業というのが29年度から本格

的に始まって、集中支援チームなんかもできたんですけど、記載されている限

りではなかなか具体的な事業としては、研究とかが多くて具体的な活動、その

成果と課題みたいなものを教えていただきたいと思います。 

松尾健康増進課長 認知症総合支援事業につきましては平成28年度から認知症

初期集中支援チームの稼働に向けた体制作りを行い、29 年度からチームが稼働

しております。その昨年度の実績としましては８件ございまして、内訳としま

しては、本人、ご家族の同意のもとにチーム員が関わって、その中では、実際

の認知症の診断を受けていない方が２名。そして適切な介護サービスに結びつ

いていない方が４名、医療サービスを受けるけれどもなかなか対応に苦慮して

いる場合が２名ということで、８件の認知症のチームが関わっております。そ

の後に、実際病院、介護等の治療の方を受けることの支援に４名、生活の支援

に繋がる方が４名。そして主に介護サービスの利用ということで２名の支援を

行っております。その中で、実際、医療機関の関係者、医師であり薬剤師であ

りが介護の支援専門員ケアマネージャーさん等とつなぎながら支援を行い、チ

ームの稼働の目安としては、1つの目安が半年、６か月でございますので、それ

を修了しておりまして、その成果としましてご本人、ご家族等の不安に寄り添

いながら、支援を受けることを納得するまで時間を要しておりますけども、実

際の医師であるサポート医に、その医療についての助言を行っていただきなが

らいろんな医療、介護等の多方面からの支援につながっていることが大きな成

果と考えております。課題としましては、やはり今後認知症の相談というのが

少しずつですが増えてきますし、今後も相談が増えていくことが推測されます

のでチームの稼働と合わせて、予防の部分をしっかり含めて支援体制を整えて

いかなければいけないというのが大きな課題と考えております。 

田村委員 229ページの一覧表の中の、真ん中、地域医療介護連携情報システム

活用事業、これ去年もあったかな、と思ったんですけども、この連携情報シス

テムというのは市が作って運用しているのか、主体は市ですか、これは。その

あたりの状況をお尋ねします。 

上野地域包括支援センター主査 この地域医療介護連携情報システムの事業に

つきましては平成 28年度、県が郡市医師会にそれぞれの地域の医療介護連携情

報システムを構築するようにということで降りてきた事業でございます。29 年

度、その事業の整備に向けてそれぞれの施設の方からの申し込みを取りつつ、

平成 30年度から実際に事業がスタートしているというものでございます。 

田村委員 具体的には平成30年度からどのような事業が医療介護連携情報シス

テムとして作動する可能性があるんですかね。見込みとして。 

上野地域包括支援センター主査 このシステムに加入をしていらっしゃいます



医師の方が、患者さんの方に同意を取ります。同意を取った患者さんには訪問

看護師がいたり、ケアマネージャーがいたり、在宅でその方を支援するケアチ

ームというのがございます。医師が往診をして、診療した情報を患者さんの同

意のもとに地域包括支援センターが、ケアチームの施設も含めて登録を行いま

す。そうした登録のもと、医師が行った診療が訪問看護やケアマネージャーが

情報として見ることができ、これは逆もしかり、ということでございます。な

かなか顔の見える連携作りであるとか、医師への敷居の高さからこういったこ

とが一つの課題の解決になるのではないかというところで、長門市医師会が主

体となってこの事業をすすめているというところでございます。 

田村委員 ここに、活用事業は会議ばかりですけども、システムを作るための

経費といいますか事業費というか、これはかなりかかる、そこはどこが負担す

るわけ。医師会と市が折半とか。 

上野地域包括支援センター主査 先ほど申しましたように、これは県の事業で

ございます。なので、県の事業が医師会に委託をする事業となっておりますの

で、実際に市が負担をする負担金というのは、施設の設備でありますパソコン

であるとかスマホであるとか、そういった機器の２分の１、２分の１は国から

の、県からの補助金で賄っているということで、実際の施設加入にあたるもの

につきましてはこの 2 分の１の負担金として支払うこと、また施設に加入する

登録の負担金というのが、毎月 5,000 円かかりますので、12 か月で 6 万 4,800

円。あと、セキュリティの問題、個人情報を取り扱いますのでセキュリティの

対策アプリケーションであるとかデータ通信料、シムの料金などがこの事業に

含まれます。当初、パソコンなどの費用を支払いますが、２年目以降はシステ

ム導入の施設利用料であるとか、セキュリティのアプリケーションであるとか

そういった費用のみの負担になるものでございます。 

田村委員 しつこく聞いて申し訳ないけども、これ場所はどこに置くわけ。シ

ステムだからどこかにセンターが、センター機能を果たすところがあるのかそ

れとも応急センターのところに置くのか、あるいはどこか病院に置かれるのか。 

上野地域包括支援センター主査 このシステムは医療ネットながとのシステム

と連動しているものでございます。実際のサーバー自体は岡田病院さんにある

と聞いています。ネットの方でやり取りをするのでそれぞれがＩＤとパスワー

ドでログインカードを持って中に入っていくというかたちで、そのログインカ

ードがないものは入れないものでございます。 

田村委員 これ医師会が事業主体で岡田病院に置くわけ。 

松尾健康増進課長 その主体としては医師会なんですが、そのサーバー自体を、

医療ネットながとのサーバーを岡田病院に置いておりますので、そこからひも

付で介護の関係のシステム事業ということでの活用になっております。 



田村委員 この問題の最後ですけども、今は上野さんや課長の話を聞いて、活

用、利用できそうですか。役に立ちそうという期待感はありますか。 

上野地域包括支援センター主査 長門市という地域は点と点が非常に長い地域

でございます。医師一人が往診に行くにしても時間を大変要すものと聞いてお

ります。事前に訪問看護師が訪問した際に、写真をＩＣＴのほうに上げること

で、次に医師が往診する時にどのような準備をして往診するとよいか、逆もし

かりということで活用に明るい方は非常に進んでいるところでございますが、

今からこれが、もっと進むことが必要になってくると考えておりますので、介

護支援専門員と訪問看護師と、また医師のほうに患者同意を取りながら、在宅

での療養のようす、またそれが救急搬送して入院になった場合に在宅でのバイ

タル、血圧のようすなどが伝わっていく、情報として入っていくものとなって

いますのでこういったＩＣＴも活用するということが限られた専門職を効率的

に活用していくことになると考えています。 

田村委員 在宅の進化とか遠隔診療なんかもできるかもしれないね。期待をし

ています。 

江原委員 関連で、システムについてお聞きするんですけども、今のネットな

がとのほうは３病院のデータがほかの医院さん、クリニックさんで見れるとい

うだけで、クリニックさんのデータは３病院の方では見れないというのが非常

にネックになっているという話だったんですけども、今回のこのシステムにつ

いてはクリニックさんとか、そういった訪問した患者のデータが、患者の同意

をもとに登録されるということであれば、その患者さんに何かがあった時には

３病院さんの方でもデータが見れるということでよろしいですか。 

上野地域包括支援センター主査 ３病院の登録においても患者さんの方に同意

を取ると聞いております。ですので、在宅での療養のようすが入院時、３病院

の方で入手することができるものでございます。 

田村委員 227 ページの成年後見制度利用支援事業の成果と課題をお尋ねしま

す。 

松尾健康増進課長 成年後見制度につきましては、認知症等によって判断能力

の低下が見られる場合、また家族の支援等がなかなか、判断能力が低下しても

支援が代わりとして受けにくい方、そういう方につきまして適切な介護サービ

スの利用や金銭的管理、法律的行為などによって支援につなげるための事業で

ございます。この成果としましては、申立件数が平成 29年度 6件と前年度 2件

に比べ増加しております。その中で後見制度利用により後見人等が選任されま

して金銭管理、またはいろんなサービスを提供する時の契約等の代理等の活用

によりまして、利用者ご本人が生活において不安を軽減して医療、サービス等

の利用が円滑にできると考えております。課題につきましては、この制度につ



いては今後、そういう認知症または判断能力の低下等に伴う利用者さんが増加

するものと見込まれますので、弁護士、後見人の選出となる専門職である弁護

士、または司法書士などの専門職種方との連携だけでなく、法人後見または家

族等の後見、それぞれのさまざまな後見に対する人材確保または育成について

の部分を、選任等の主となる家庭裁判所とも連携をしながら実施できる体制を

整えていかなければいけないと捉えております。またこの制度の特徴としては

判断能力が低下した場合に利用されるという状況の中で、なかなか判断能力が

はっきりしない状態でこの制度を理解するというのは難しい部分がございます

ので、お元気なうちに、こういう制度をしっかり理解していただくための出前

講座、広報等そういうものの普及というところを進めていければと考えており

ます。 

田村委員 最後の質問でございます。この地域支援事業というのは、僕は地域

包括ケアシステム構築の中核をなすものと思っていますけど、在宅介護や訪問

介護医療とくに夜間の進展ですね。あるいは住まい、医療、介護、生活支援。

この中の住まいの点について、住宅リフォームとかいろいろありますけども、

この地域支援事業 29年度やって、この住まいの点についての進展はどのような

ものがあったのかお尋ねいたします。 

松尾健康増進課長 実際の在宅介護または訪問医療等の夜間の部分でございま

すが、在宅介護において計画的または急な、臨時的なものとして夜の８時以降、

おむつ介助等の支援を行う場合があるというふうに聞いております。その件数

としては数件程度と聞いておりますが、今後その中でもその状況はまだ少ない

ながら、その対応はされているというふうには事業所の方の情報として確認を

しております。訪問介護におきましては夜間の対応の中で緊急時、家族より依

頼のもと訪問を行いながら、医師の指示によって救急搬送に至る場合もありま

す。そういう状況の中でそれぞれの関係者が対応されているということで、必

要に応じて、まだ件数は少ないですが、現状におきましては対応されていると

いう状況かと捉えております。住まいにつきましては、施設は有料老人ホーム、

または市営住宅等ございますが、特別養護老人ホームは要介護３から、条件と

しては入居申し込みが可能ですので、有料老人ホームの市内の施設が６施設と

いう状況で、要介護度の制限がなく、住まいとしての利用の状況に対しての相

談というのがやはり包括支援センターのほうにもありますので、それに対して

どういうふうに対応して、その中でもやはり経済的な面等も加味しながらどこ

がいいのかというところを相談の中で対応している現状がございますので、そ

の状況に対する対応については今後の課題と考えております。 

長尾委員 225ページの事業の概要の、目的の欄に、そして一番下の課題にもあ

りますけど、住民主体のサービスの開発というのは具体的にはどういうのを想



定されているのでしょうか。 

上野地域包括支援センター主査 住民主体のサービスについてのご質問でござ

いますが、今介護保険の中で先ほど説明もありました、介護予防日常生活支援

総合事業といったものが、この平成 27 年度、長門市は平成 28 年度から取り組

みを行っております。そこで介護保険事業所が行っている事業と、緩和した基

準による事業と、住民による主体になった事業、また短期集中的な事業と分類

が４つございます。住民が主体になる事業でそのままその言葉のとおりでござ

いますが、住民の組織の中で実際のサービス提供、支援を図っていくというも

のになりますので具体的な想定としては、例えばごみ出しの支援であるとか、

電球の交換であるとか、ヘルパーさんが対応しなくてもよいであろう生活支援

におけるサービス。住民の中で少し対応ができる、特に専門的な知識がなくて

も住民の互助の中で対応ができるもの。これを仕組みとして作っていくという

ものがこの住民主体のサービスとなります。 

長尾委員 今、地域には全体的に高齢化が進んでいますよね。今言われたよう

なことについても、やる者が全体的に高齢化して、みんなそういう状態に、助

けて欲しい者ばかりということになる。それはあまりにきれいな言葉ではない

かと思うんですけども、その点は大丈夫なんですかね。執行部は大丈夫と思っ

ていますか。全体が高齢化になって、むしろそういうサービスを受けたい人ば

かりというかたちになるわけですよ。その点はなかなか住民でお互いに助け合

いながらやりましょうと言ってもそういうきれいごとでは済まなくなるんじゃ

ないかと思うんですけど、その点はどうでしょうか。 

松尾健康増進課長 おっしゃるとおり、はやり高齢化が進む中、それぞれの生

活の中で困りごとというのは増えていると思いますが、簡単な困りごとに対す

る、訪問介護等での対応ができないものについて、できるだけ地域の中で対応

していければいいというのがここに書いてあり、今説明したところであります

けども、おっしゃるとおり、その需要に対してどこまで対応できるかというの

は本当に難しいところでございます。ただ地域の中ではお互い様ということで

ボランティアとしての取り組みをしてはどうかという声が上がっているところ

もございますので、希望に、求めに対して全部対応できるというのは難しいと

ころですけども、それぞれの地域の中で、有償無償というものがありますけど

も、それに対しての対応を少しずつ作っていければいいかと考えているところ

でございます。なかなかご質問に対してのはっきりとした説明回答にはなりま

せんが、そういうところが今後、本当に必要とするであろうというところにど

ういうふうに仕組みづくりをしていけばいいのかというところも、いろいろな

関係者、地域とも一緒に考えていけたらというふうに考えております。 

長尾委員 この件についてはなかなか現実的に難しい問題だろうと思うんです



けども、あともう一点ほどありますけど、介護保険料ですけど、年々高くなっ

てきております。当然今からさらに、制度の仕組みから言っても保険料という

のは一定の枠をとらないといけないということから、だんだんと上がってくる

のではないかと思うんですけども、不納欠損がだいたい 27、28、29年、250万

円くらいあるわけですけども、この介護保険料はまだ歴史が浅い中でこういう

不納欠損が出ているということと、滞納者にはサービスを受けるのに一定の制

約がありますよね。制度的に。これ今滞納者の中でサービスを受けておられる

という方はおるわけですか。実際には。 

岡介護支援係長 今、滞納された方には給付制限等される場合がございまして、

制限を受けられて、中にはサービスを受けている方もいらっしゃいます。 

長尾委員 人数的にはどの程度おられるわけ。またそういう方は許されるのか

ね。その点はどうかね。 

岡介護支援係長 この介護保険料が２年経過しますと時効の関係で取られませ

んので、そういう方の場合はどうしてもいったん全額を払われて、その後回収

するとか、自己負担のところが通常１割とかなんですが、それが３割とか増え

たりしまして、そういうペナルティを課して受けていただくような感じになっ

ております。 

長尾委員 人数的にはどの程度かお願いします。 

岡介護支援係長 今現在はいらっしゃらないんですが、１、２名、期間限定に

なりますが、そういう方はいらっしゃいます。今現在はいらっしゃいませんけ

ど。 

長尾委員 最後にしますけど、これは先ほど言いましたように制度的にもある

程度、滞納の方についてもそういうものを全部納付者は逆に上積みして負担す

るようなかたちになります。国保のしくみも一緒ですけど。そういうことにつ

いてはしっかり、徴収というのは「言うは易し、行うは難し」でよく分かって

いるんですけど、その点は努力してください。 

吉津委員長 ほかにご質疑もないので、質疑を終わります。討論を行います。

ご意見はありませんか。ご意見もないので、討論を終わります。採決します。9

月定例会 議案第 20号について、認定することに賛成の方は挙手願います。挙

手全員です。よって、9月定例会 議案第 20号は、認定すべきものと決定しま

した。最後に、9 月定例会 議案第 21 号「平成 29 年度長門市後期高齢者医療

事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を議題とします。執行部の補足説

明がありましたらお願いします。 

川野市民福祉部長 後期高齢者医療事業特別会計における歳出決算額は、約 6

億 6,529 万円となり、前年度に比べ約 2,724 万円の増額となっております。そ

の主な要因といたしましては、決算書 367、368 ページ「第２款 後期高齢者医



療広域連合納付金」において、約 2,406 万円の増額となったこと等から、特別

会計全体では増額となっております。 

以上で補足説明を終わります。 

吉津委員長 以上で補足説明は終わりましたので、これより質疑を行います。

ご質疑はありませんか。 

吉津委員長 ご質疑もないので、質疑を終わります。討論を行います。ご意見

はありませんか。ご意見もないので、討論を終わります。採決します。9月定例

会 議案第 21号について、認定することに賛成の方は挙手願います。挙手全員

です。よって、9月定例会 議案第 21号は、認定すべきものと決定しました。

以上で、本委員会に付託された議案の審査は終了しました。これで総務民生常

任委員会を閉会します。どなたもご苦労様でした。 

 

― 閉会 15：55 ― 


